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○
文
部
科
学
省
告
示
第

号

大
学
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
五
年

月

日

文
部
科
学
大
臣

永
岡

桂
子

大
学
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

大
学
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
告
示
第
四
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
大
学
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
以
下
「
大

第
一
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
大
学
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
以
下
「
大

学
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号

学
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
認
可
（
設
置
者
の
変
更
及
び
廃
止

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
認
可
（
設
置
者
の
変
更
及
び
廃
止

に
係
る
も
の
を
除
く
。
次
条
第
一
号
及
び
第
五
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。

に
係
る
も
の
を
除
く
。
次
条
第
一
号
及
び
第
五
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。

）
の
申
請
の
審
査
に
関
し
て
は
、
法
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省

）
の
申
請
の
審
査
に
関
し
て
は
、
法
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省

令
第
二
十
八
号
）
、
高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
二

令
第
二
十
八
号
）
、
高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
二

十
三
号
）
、
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
、
短

十
三
号
）
、
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
、
短

期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）
、
大
学
通
信
教
育
設

期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）
、
大
学
通
信
教
育
設

置
基
準
（
昭
和
五
十
六
年
文
部
省
令
第
三
十
三
号
）
、
短
期
大
学
通
信
教
育
設
置

置
基
準
（
昭
和
五
十
六
年
文
部
省
令
第
三
十
三
号
）
、
短
期
大
学
通
信
教
育
設
置

基
準
（
昭
和
五
十
七
年
文
部
省
令
第
三
号
）
、
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成

基
準
（
昭
和
五
十
七
年
文
部
省
令
第
三
号
）
、
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成

十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
、
専
門
職
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年

十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
、
専
門
職
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年

文
部
科
学
省
令
第
三
十
三
号
）
、
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年

文
部
科
学
省
令
第
三
十
三
号
）
、
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年

文
部
科
学
省
令
第
三
十
四
号
）
そ
の
他
の
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
及
び
次
に
掲
げ

文
部
科
学
省
令
第
三
十
四
号
）
そ
の
他
の
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
及
び
次
に
掲
げ

る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
審
査
の
基
準
と
す
る
。

る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
審
査
の
基
準
と
す
る
。

一
～
四

[

略]

一
～
四

[

同
上]

五

歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
獣
医
師
及
び
船
舶
職
員
の
養
成
に
係
る
大
学
等
の
設

五

歯
科
医
師
、
獣
医
師
及
び
船
舶
職
員
の
養
成
に
係
る
大
学
等
の
設
置
若
し
く

置
若
し
く
は
収
容
定
員
増
又
は
医
師
の
養
成
に
係
る
大
学
等
の
設
置
で
な
い
こ

は
収
容
定
員
増
又
は
医
師
の
養
成
に
係
る
大
学
等
の
設
置
で
な
い
こ
と
。

と
。

六

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
科
大
学
院
（
第

六

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
科
大
学
院
（
第

五
条
及
び
第
六
条
に
お
い
て
単
に
「
法
科
大
学
院
」
と
い
う
。
）
の
設
置
で
な

四
条
及
び
第
五
条
に
お
い
て
単
に
「
法
科
大
学
院
」
と
い
う
。
）
の
設
置
で
な

い
こ
と
。

い
こ
と
。

２
～
６

[

略]
２
～
６

[

同
上]

７

第
一
項
第
五
号
の
規
定
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
臨
床
薬
学

[
項
を
加
え
る
。]

に
関
す
る
学
科
（
薬
学
に
関
す
る
学
部
の
学
科
の
う
ち
臨
床
に
係
る
実
践
的
な
能
力

を
培
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
設
置
及
び
臨

床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
収
容
定
員
増
に
係
る
学
則
の
変
更
（
以
下
「
臨
床
薬
学
に

関
す
る
学
科
の
設
置
等
」
と
い
う
。
）
の
認
可
の
申
請
で
あ
っ
て
、
地
域
に
お
け
る

薬
剤
師
の
数
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
薬
剤
師
の
確
保
を
特
に
図
る
べ
き
区
域
と

し
て
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
区
域
に
お
い
て
、
地
域
に
お
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け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第

六
十
四
号
。
以
下
「
医
療
介
護
総
合
確
保
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
都
道

府
県
計
画
そ
の
他
の
都
道
府
県
が
作
成
す
る
計
画
に
基
づ
き
行
お
う
と
す
る
も
の
（

臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
収
容
定
員
増
に
係
る
学
則
の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
当
該

計
画
に
当
該
大
学
の
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
に
係
る
入
学
定
員
及
び
編
入
学
定
員

（
以
下
「
入
学
定
員
等
」
と
い
う
。
）
の
増
加
と
し
て
記
載
さ
れ
た
人
数
の
増
加
を

行
う
こ
と
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
収
容
定
員
増
を
行
お
う
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の

審
査
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
医
師
の
養

第
三
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
医
師
の
養

成
に
係
る
収
容
定
員
増
に
係
る
学
則
の
変
更
の
認
可
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
令
和

成
に
係
る
収
容
定
員
増
に
係
る
学
則
の
変
更
の
認
可
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
令
和

五
年
度
に
令
和
十
年
度
ま
で
の
期
間
を
付
し
て
医
学
に
関
す
る
学
部
の
学
科
（
以

五
年
度
に
令
和
十
年
度
ま
で
の
期
間
を
付
し
て
医
学
に
関
す
る
学
部
の
学
科
（
以

下
「
医
学
部
と
い
う
。
）
に
係
る
収
容
定
員
増
を
行
お
う
と
す
る
大
学
が
、
当
該

下
「
医
学
部
と
い
う
。
）
に
係
る
収
容
定
員
増
を
行
お
う
と
す
る
大
学
が
、
当
該

大
学
の
医
学
部
に
係
る
入
学
定
員
等
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
増
加
を
行
う
こ
と
に

大
学
の
医
学
部
に
係
る
入
学
定
員
及
び
編
入
学
定
員
（
以
下
「
入
学
定
員
等
」
と

よ
り
算
出
さ
れ
る
収
容
定
員
増
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
り
認
可

い
う
。
）
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
増
加
を
行
う
こ
と
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
収
容
定

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

員
増
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
り
認
可
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

医
療
介
護
総
合
確
保
法
第
四
条
第
一
項
の
都
道
府
県
計
画
そ
の
他
の
都
道
府

一

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（

県
が
作
成
す
る
医
療
に
関
す
る
計
画
に
当
該
大
学
の
医
学
部
に
係
る
入
学
定
員

平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
の
都
道
府
県
計
画
そ
の
他
の
都

等
の
増
加
と
し
て
記
載
さ
れ
た
人
数
（
地
域
に
お
け
る
医
師
の
確
保
に
資
す
る

道
府
県
が
作
成
す
る
医
療
に
関
す
る
計
画
に
当
該
大
学
の
医
学
部
に
係
る
入
学

た
め
、
医
師
が
不
足
す
る
と
見
込
ま
れ
る
地
域
の
病
院
又
は
診
療
所
に
将
来
勤

定
員
等
の
増
加
と
し
て
記
載
さ
れ
た
人
数
（
地
域
に
お
け
る
医
師
の
確
保
に
資

務
し
よ
う
と
す
る
当
該
大
学
の
医
学
部
の
学
生
に
対
す
る
修
学
資
金
を
都
道
府

す
る
た
め
、
医
師
が
不
足
す
る
と
見
込
ま
れ
る
地
域
の
病
院
又
は
診
療
所
に
将

県
が
貸
与
し
よ
う
と
す
る
人
数
以
内
に
限
る
。
）
の
増
加
又
は
各
都
道
府
県
に

来
勤
務
し
よ
う
と
す
る
当
該
大
学
の
医
学
部
の
学
生
に
対
す
る
修
学
資
金
を
都

お
け
る
医
療
を
確
保
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
自

道
府
県
が
貸
与
し
よ
う
と
す
る
人
数
以
内
に
限
る
。
）
の
増
加
又
は
各
都
道
府

治
医
科
大
学
に
お
け
る
人
数
の
増
加

県
に
お
け
る
医
療
を
確
保
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

の
自
治
医
科
大
学
に
お
け
る
人
数
の
増
加

二

[

略]
二

[

同
上]

２
・
３

[

略]

２
・
３[
同
上]

第
四
条

第
一
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ

[

条
を
加
え
る
。]

な
い
場
合
に
お
け
る
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
の
審
査

に
つ
い
て
は
、
当
該
大
学
が
行
お
う
と
す
る
地
域
に
お
け
る
薬
剤
師
の
確
保
の
た

め
の
教
育
内
容
及
び
薬
剤
師
が
不
足
す
る
と
見
込
ま
れ
る
地
域
の
医
療
機
関
又
は
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薬
局
に
将
来
勤
務
し
よ
う
と
す
る
当
該
大
学
の
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
学
生

に
対
す
る
修
学
資
金
の
貸
与
そ
の
他
の
支
援
（
第
一
条
第
二
項
の
文
部
科
学
大
臣

が
別
に
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
区
域
の
都
道
府
県
が
行
う
も
の
又
は
当
該
都
道

府
県
の
知
事
が
認
め
た
も
の
に
限
る
。
）
の
内
容
（
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の

収
容
定
員
増
に
係
る
学
則
の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
医
療
介
護
総
合
確
保
法
第
四
条

第
一
項
の
都
道
府
県
計
画
そ
の
他
の
都
道
府
県
が
作
成
す
る
計
画
に
当
該
大
学
の

臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
入
学
定
員
等
の
増
加
と
し
て
記
載
さ
れ
た
人
数
の
支

援
に
必
要
な
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る
。
）
に
照
ら
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五
条

[

略]

第
四
条

[

同
上]

第
六
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
、
既
設
の

第
五
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
、
既
設
の

医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
獣
医
師
若
し
く
は
船
舶
職
員
の
養
成
に
係
る
学

医
師
、
歯
科
医
師
、
獣
医
師
若
し
く
は
船
舶
職
員
の
養
成
に
係
る
学
部
若
し
く
は

部
若
し
く
は
学
部
の
学
科(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
医
学
部
等
」
と
い
う
。)

学
部
の
学
科(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
医
学
部
等
」
と
い
う
。)

又
は
既
設
の
法

又
は
既
設
の
法
科
大
学
院
を
廃
止
し
、
そ
の
職
員
組
織
等
を
基
に
医
学
部
等
若

科
大
学
院
を
廃
止
し
、
そ
の
職
員
組
織
等
を
基
に
医
学
部
等
若
し
く
は
法
科
大
学

し
く
は
法
科
大
学
院
の
設
置
又
は
既
設
の
医
学
部
等
若
し
く
は
法
科
大
学
院
の

院
の
設
置
又
は
既
設
の
医
学
部
等
若
し
く
は
法
科
大
学
院
の
収
容
定
員
増
を
行
お

収
容
定
員
増
を
行
お
う
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
設
置
又
は
収
容
定
員

う
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
設
置
又
は
収
容
定
員
増
を
し
た
後
の
当
該
医

増
を
し
た
後
の
当
該
医
学
部
等
又
は
法
科
大
学
院
に
係
る
入
学
定
員
等
が
、
廃

学
部
等
又
は
法
科
大
学
院
に
係
る
入
学
定
員
等
が
、
廃
止
す
る
既
設
の
医
学
部
等

止
す
る
既
設
の
医
学
部
等
又
は
法
科
大
学
院
に
係
る
入
学
定
員
等
の
合
計(

既

又
は
法
科
大
学
院
に
係
る
入
学
定
員
等
の
合
計(

既
設
の
医
学
部
等
又
は
法
科
大

設
の
医
学
部
等
又
は
法
科
大
学
院
の
収
容
定
員
増
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
廃
止

学
院
の
収
容
定
員
増
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
廃
止
す
る
既
設
の
医
学
部
等
又
は
法

す
る
既
設
の
医
学
部
等
又
は
法
科
大
学
院
及
び
収
容
定
員
増
を
行
う
既
設
の
医

科
大
学
院
及
び
収
容
定
員
増
を
行
う
既
設
の
医
学
部
等
又
は
法
科
大
学
院
に
係
る

学
部
等
又
は
法
科
大
学
院
に
係
る
入
学
定
員
等
の
合
計)

を
超
え
な
い
場
合
に

入
学
定
員
等
の
合
計)

を
超
え
な
い
場
合
に
は
、
第
一
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第

は
、
第
一
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
三
条
及
び
前
条
の
規
定
に

六
号
並
び
に
前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
可
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た

か
か
わ
ら
ず
、
認
可
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
廃
止
す
る
、
又
は
収

だ
し
、
廃
止
す
る
、
又
は
収
容
定
員
増
を
行
う
既
設
の
医
学
部
等
に
係
る
入
学
定

容
定
員
増
を
行
う
既
設
の
医
学
部
等
に
係
る
入
学
定
員
等
に
、
第
三
条
に
基
づ

員
等
に
、
第
三
条
に
基
づ
く
収
容
定
員
増
を
行
っ
た
人
数
が
含
ま
れ
る
場
合
に
つ

く
収
容
定
員
増
を
行
っ
た
人
数
が
含
ま
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
収
容
定

い
て
は
、
当
該
収
容
定
員
増
の
趣
旨
の
変
更
を
伴
わ
な
い
設
置
又
は
収
容
定
員
増

員
増
の
趣
旨
の
変
更
を
伴
わ
な
い
設
置
又
は
収
容
定
員
増
に
限
り
認
可
を
行
う

に
限
り
認
可
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

２

[

略]

２

[

同
上]

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
及
び
次
条
の
規
定
は
、
令
和
五
年
十

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
、
令
和
七
年
四
月
一

日
前
に
さ
れ
た
令
和
七
年
度
以
降
に
行
お
う
と
す
る
薬
学
に
関
す
る
学
部
の
学
科
の
う
ち
臨
床
に
係
る
実
践
的
な
能

力
を
培
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
（
以
下
「
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
」
と
い
う
。
）
の
設
置
及
び
臨
床

薬
学
に
関
す
る
学
科
の
収
容
定
員
増
に
係
る
学
則
変
更
（
次
条
に
お
い
て
「
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
設
置
等
」

と
い
う
。
）
の
認
可
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
大
学
、
短
期
大
学
及

び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
第
一
条
及
び
第
四
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
審
査
を
行
う
も

の
と
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
七
年
度
に
行
お
う
と
す
る
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
設
置
等
の
認
可
の
申

請
の
う
ち
、
令
和
五
年
十
月
一
日
に
お
い
て
現
に
当
該
申
請
に
つ
い
て
の
意
思
の
決
定
及
び
そ
の
内
容
の
公
表
（
当

該
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類
の
刊
行
物
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
広
く
周
知
を
図
る
こ
と
が

で
き
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
当
該
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
設
置
等
を
す
る
た
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め
に
必
要
な
校
舎
等
の
施
設
又
は
設
備
の
設
置
又
は
整
備
に
関
す
る
契
約
の
締
結
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
係
る
審

査
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
検
討
）

第
三
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
の
施
行

の
状
況
並
び
に
地
域
及
び
社
会
に
お
け
る
薬
剤
師
の
養
成
に
係
る
需
要
に
照
ら
し
た
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
収

容
定
員
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に

基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
の
一

部
改
正
）

第
四
条

大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
令
和
元
年
文
部
科
学
省
告
示
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

附
則

附
則

（
失
効
）

（
失
効
）

３

第
一
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
に

３

第
一
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
に

限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
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○
文
部
科
学
省
告
示
第

号

学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り

、
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
分
野
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
し
、

平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
告
示
第
五
十
一
号
（
学
校
教
育
法
施
行
令
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る

分
野
を
定
め
る
件
）
は
、
令
和
六
年
二
月
二
十
九
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

令
和
五
年

月

日

文
部
科
学
大
臣

永
岡

桂
子

医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
獣
医
師
及
び
船
舶
職
員
の
養
成
に
係
る
分
野
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